

令和７年度モニタリング評価実施による改善のための対応方針
施設名：江之子島文化芸術創造センター
	評価項目
	評価基準
	評価委員の指摘・提言等
	改善のための対応方針
	次年度以降の事業計画等への反映内容

	Ⅰ(3）利用者の増加を図るための具体的手法・効果
	■主催事業及び貸館事業において、これまでenocoを利用していなかった人たちに、新たにenocoを利用していただけるような運営を行っているか。
■enocoの認知度向上及び利用者増加のために、ホームページ・SNS・紙媒体等の様々な媒体を使用し、ユーザー層を鑑みた効果的な広報ができているか。
	・今年度は集客力の高い貸館利用の展覧会により、enocoの認知度が向上した。今後もこの教訓を生かし、公的な文化芸術拠点であるという特性を生かしつつ、来館者の耳目を引くような企画を行うことで、認知度を向上させるべき。

	・指定管理者の強みを活かした広報活動や営業活動を実施していただき、認知度向上につながるような事業展開を指定管理者に要請する。

	・企画力・発信力・集客力の高いイベントを積極的に誘致・展開することで、認知度の向上及び来館者数の増加を図るとともに、事業収入および施設収益の向上につなげる。

	Ⅰ(4)サービスの向上を図るための具体的手法・効果
	≪コレクションの保管・管理≫
■作品の適切な管理を行っているか。また、展示・貸出の際は、作品保護についても考慮し、展示・貸出を行っているか。
■コレクションについて、定期的に点検・清掃を行い、修復等が必要な場合は記録及び報告を行っているか。
■コレクションについて、順次、現物と台帳の確認を行い、破損等について記録及び報告を行っているか。
	・作品のコンディションチェックにあたって、学芸員の負担を勘案した労務管理をすべき。また。指定管理者だけでなく、府でも進捗管理を行っていくことが必要。
	・学芸員のコンディションチェックについて、指定管理者と府により、計画的に業務遂行を行う。

	・コンディションチェックの実査計画は、以下のスケジュールにて行う。また、定期的に府も状況を把握し、他事業の状況等を勘案しながら進捗管理を行う。
第１四半期（月130点程度）400点
第２四半期（月130点程度）400点
第３四半期（月130点程度）400点
第４四半期（月200点程度）600点

	Ⅰ(6)府施策との整合
	■知的障がい者等の現場就業が実現できているか。
■府が実施する福祉施策・環境施策等に取り組むように努めているか。
	・障がい者雇用について、常用雇用には至っていないが、本人の意向を踏まえて慎重に取組みを進めていただいていることは評価する。引き続き検討いただきたい。
	・知的障がい者の雇用について、その方に適した業務を検討し、常用雇用を実施するよう指定管理者に要請する。
	・直接雇用の実現に向けて、放課後等デイサービスや就労支援B型事業所を運営する事業者と連携し、過去2年間にわたり就労支援研修を継続して実施してきた。その中の1名については、常用雇用への移行を視野に入れ、本人の意向や適性を丁寧に確認しながら対応する。

	Ⅲ(1)収支計画の内容、的確性及び実現の程度
	■収支の改善に努めるとともに、適正に事業を実施しているか
	・収支状況について、赤字の原因が光熱費の高騰に加え空調の完全稼働に伴う光熱費の増加が主な原因であることは理解したが、貸館事業と自主事業のバランスにも注意しつつ、収支の改善に努めていただきたい。
　また、そもそもの指定管理料の設定が適切であるのかという観点で、今期に限らず、次期も含めて、府において、状況の改善に努めるべき。
	・収支改善を図るため、貸館による収入の増加を図るなど、更なる取り組みを推進する。
	・収入面では、国、地方公共団体、各種団体が芸術・文化活動を支援する助成金制度に企画展、若手アーティスト育成事業に応募申請し資金調達を図る。
企画力・発信力・集客力の高いイベントを積極的に誘致・展開することで、認知度の向上及び来館者数の増加を図るとともに、事業収入および施設収益の向上につなげる。
　また、音楽教室やカルチャー教室を運営している企業・団体に、積極的に貸室利用を提案し貸室の利用率UPにつなげるよう努める。
　支出面では省エネや事業費・運営費の効率化対策により費用圧縮に努める。
・府としても、収支状況の問題について重く受け止め、次期指定管理料の積算等を含め、改善に向けて尽力したい。





